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様式第４号（第 11項関係）  

 

審議会等の会議の記録  

 

審議会等の名称  令和３年度第 1 回西脇市まちづくり推進審議会  

開 催 日 時  令和３年７月９日（金）午後７時 00分～９時 00分  

開 催 場 所  西脇市市民交流施設  つながるスタジオ  

出 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  

平田 富士 男会 長、 藤原 悟副 会長 、松 尾憲 子委 員、 藤

井琢 己委 員、 岡井 昭憲 委員 、井 上浩 代委 員、 藤井裕

子委 員、 清水 賢一 委員 、篠 田善 健委 員、 松本 美千代

委員、李貫一委員  計 11 名  

欠 席 委 員 の 氏 名  

又 は 人 数  
－  

出 席 職 員 の 職 ・  

氏 名 又 は 人 数  

都市 経営 部長  筒 井研 策、 まち づく り課 長  池田正

人、 まち づく り課 主査  二 若直 也、 まち づく り課職

員  遠藤香里、鳥田朱里   計５名  

公 開 ・ 非 公 開 の 別  公開  

非 公 開 の 理 由  ―  

傍 聴 人 の 数  ３名  

議 題 又 は 協 議 事 項  １  報告事項  

 ⑴  西 脇市 地区 まち づく り実 践補 助事 業の 事業採

択について  

 ⑵  年間スケジュールについて  

２  協議事項  

  西脇市自治基本条例に基づく取組の検証につい  

 て（市民や市の役割や責務）  

会議の記録（概要）  

発 言 者  発言内容等  

 

 

１  開会  

２  会長あいさつ  

 

 

部 会 長  

 

 

 

事 務 局  

３  報告事項  

⑴  西脇市地区まちづくり実践補助事業の事業採択について  

  ・  当 日配 布資 料「西脇 市地区 まち づくり実 践補助 事業 の審

査結果 につ いて 」に 基づき 、西 脇市 まち づくり 推進 審議 会

審査部会長より説明  

 ⑵  年間スケジュールについて  

  ・  資 料１ 「西 脇市まち づくり 推進 審議会ス ケジュ ール 」に

基づき、事務局より説明  
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事 務 局  

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

会 長  

 

 

事 務 局  

 

会 長  

 

 

事 務 局  

 

 

委 員  

 

事 務 局  

 

 

 

会 長  

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

委 員  

 

 

４  協議事項  

  西脇市自治基本条例に基づく取組の検証について  

  （諮問項目④：市民や市の役割や責務）  

 ・  資 料２「 西脇 市自治基 本条例 に基 づく取組 の進捗 状況 」、

資料３ 「市 民や市 の 役割及 び責 務（評 価 項目一 覧） 」、資料

４「西 脇市 自治基 本 条例に 基づ く取組 の 検証に つい て」に基

づき、事務局より説明  

【市民の役割や責務についての検証】  

 ・  市 民の役 割や 責務が果 たされ てい るかどう か客観 的に 判断

するた めい くつか の 指 標を 提示 いただ い た。 指 標を 参考にし

ながら 、主 観的な 意 見も含 め、 委員の 皆 さんか らご 意見をい

ただきたい。  

 ・  資 料 ４ の Ｐ 14「 市 民 提 案 型 ま ち づ く り 事 業 補 助 金 採 択 件

数」に つい て、採 択 件数が ５年 間で減 少 となっ てい るが、応

募件数はいかがか。  

 ・  過 去に不 採択 となった の は２ 件程 度で、応 募件数 と採 択件

数はほぼ同数である。応募件数自体が減少している状況。  

 ・  資 料４の Ｐ 13「 ＮＰＯ 法人件 数」 について 、１件 減少 して

いるが 把握 されて い るか。 また 、最近 で は一般 社団 の設立も

増えていると聞くが、事務局で件数等を把握されているか。  

 ・  終 活相談 等の 団体が解 散され てい る。また 、一般 社団 法人

の件数 等に ついて は 、増え てき ている 現 状 では ある が、件数

等の詳細までは把握できていない。  

 ・  資 料４に つい て、各参 考デー タに 対する目 標値の 設定 はあ

るのか。  

 ・  総 合計画 で目 標値が設 定され てい るものも あるが 、今 回は

お示し でき ていな い 。基本 的に は、数 値 を増や すこ とが目的

である ので 、増え て ないも のに 対して 原 因と改 善点 を考える

という視点で見ていただきたい。  

 ・  市 民の役 割や 責務が果 たされ てい るか どう かを検 証す るた

めの客 観的 なデー タ として 各指 標をあ げ て いた だい たが、数

値だけ で判 断する の は難し いの で、委 員 の皆さ んの 市民とし

ての感想と合わせ意見をいただきたい。  

 ・  補 助金の 採択 件数が下 がって いる からとい ってま ちづ くり

活動が 停滞 してい る とは思 わな い。地 域 自治協 議会 や まちづ

くり協 議会 での活 動 が盛ん にな り、取 り 組む事 業が 幅広くな

る中で 、市 民のグ ル ープ の 活動 をも巻 き 込んで いる という面

もあると考えられる。  

 ・  ま ちづく りを 進める中 で、子 育て 支援は欠 かせな いと 考え

る。資 料４ のＰ 20「 子ども 会な どの行 事 や活動 に参 加したこ

とがあ るか 」につ い てのデ ータ がある が 、子ど も会 自 体がな
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事 務 局  

 

 

 

 

委 員  

 

 

会 長  

 

 

委 員  

 

 

委 員  

 

委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員  

 

 

 

 

会 長  

 

 

 

 

くなっ てい る地域 も あると 聞く 。条例 17条 の中 で「 自治の 主

体 で あ る こ と を 自 覚 し 、 … 協 働 に よ る 自 治 の 推 進 に 努 め る

…。」 とあ るが、 地 域とつ なが るため の １番身 近な 存在であ

る子ど も会 がなく な ってい るこ とにつ い て考え る必 要がある

と感じた。  

 ・  津 万地区 自治 協議会で は、子 育て 世代が 「 あつま れ部 会」

を組織 し、 子ども 会 への加 入の 有無に 関 わらず 参加 できる活

動を展 開さ れてい る 。子ど も会 活動に 参 加して いな い子ども

たちを 地域 でどう 支 援する か 、 地域自 治 協議会 が一 定の役割

を担っていると考える。  

 ・  最 近では 、子 ども会や 自治会 の組 織に、「 なぜ入 らな いと

いけな いの か」と 意 見する 方が 増えて き ている 。村 づくりの

前に人の意識を変えていく必要があると考える。  

 ・  地 域コミ ュニ ティの一 員とし て住 民がどう やって 責務 を果

たすの か、 果たし 方 の仕組 み や 今後の 想 定につ いて 考えてい

く必要がある。  

 ・  子 ども会 や女 性会等の 組織に 入っ ている方 は地域 の行 事に

積極的 に参 加して い るが、 それ 以外の 方 の参加 は 少 ないよう

に感じる。  

 ・  自 治会費 や自 治会のル ールに つい ては、き ちんと 説明 し、

納得して参加・加入していただくことが大切と考える。  

 ・  世 代間や 田舎 と都会 と の価値 観の 違いが大 きいと 考え る。

さらに 、子 ども会 で は会費 が伴 うため 、 費用対 効果 等を考え

た場合 に、 会費を 払 ってま で活 動に参 加 したい とは 思わない

層が増えてきているのではと思う。  

   市 は パ ブ コ メ や ま ち か ど ミ ー テ ィ ン グ 等 を 実 施 し て い る

が、そ れが 市政に ど う反映 され ている の かが分 かり にくいた

め、逆 に市 民と行 政 を遠ざ けて いるよ う に感じ る。 市民の参

画を数 字だ けで計 る のでは なく 、どう 市 政に反 映さ れている

のかを フィ ードバ ッ クする 仕組 みをも っ と市民 に知 らせる必

要があると考える。  

 ・  津 万地区 自治 協議会で は、子 ども 会の垣根 を越え て子 ども

や子育 て世 代がつ な がる居 場所 づくり を 目指し て 「 あつまれ

部会」 を立 上げた 。 しかし 、ま だまだ 住 民への 周知 が図られ

ていな いの で、活 動 や拠点 の存 在につ い て周知 を図 り、活動

に巻き込んでいくのが課題と考える。  

 ・  こ れから の時 代は、地 域を維 持し ていくう えでの 市民 の責

務とし て、 税金を 支 払えば 終わ りとい う 訳では なく 、地域コ

ミュニ ティ を支え る 一員と して の 責務 も あると いう 認識を持

てもら う必 要があ る 。子ど も会 でいう と 、地域 の中 での子ど

も同士 のつ ながり を 作るの は地 域の責 務 であっ て、 子ども会
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委 員  

 

 

事 務 局  

 

 

委 員  

 

 

事 務 局  

 

 

 

委 員  

 

会 長  

の存続 が危 ぶまれ る 今、 そ れに 代わっ て 地域自 治協 議会等の

地域住 民の 組織が そ の役割 を担 い、次 世 代につ ない でいくこ

とが大切と考える。  

   市 民の役 割や 責務が果 たされ てい るのかど うかと いう 観点

でいう と、 時代の 変 革期の なか で 意識 の ある人 とな い人の較

差が広 がり つつあ る のでは と考 える。 現 状を踏 まえ 答申に向

けて再度検討したい。  

【市の役割や責務についての検証】  

 ・  今 までに 、子 ども会や 女性会 の役 員をして きたが 、市 の職

員を見 かけ たこと は ほとん どな い。も っ と積極 的に 参加すべ

きと思う。  

 ・  地 区によ って は多数の 職員が 地域 活動に参 加して いる 例も

ある。 条例 の趣旨 を 踏まえ 積極 的な参 加 を推進 する 必要があ

る。  

 ・  市 の職員 のう ち、市内 在住者 、市 外在住者 の割合 はい かが

か。ま た、 市外在 住 職員の 地域 活動へ の 参加状 況は どのよう

になっているのか。  

 ・  係 長以上 の職 員だと７ 割程度 が市 内在住職 員であ るが 、若

い世代 だと おそら く 市外在 住職 員の 割 合 がもっ と多 いのが 現

状。市 外在 住職員 は 居住地 での 地域活 動 への参 加 を 想定して

いる。  

 ・  黒 田庄地 区で 考える と 、市職 員の 参画は積 極的で あり 、評

価できる。  

 ・  本 日のま とめ として、 市民の 役割 や責務に ついて は、 地域

を支え るの は地域 住 民であ るこ とを市 民 がきち んと 認識し、

そのう えで その責 務 をどう 果た そうと し ている のか を次回再

度分析 、整 理した い 。市職 員の 役割や 責 務につ いて は、評価

指標の 数値 はあま り 良い数 字で はない が 、委員 から の主観的

な 評 価 と し て は 果 た し て い た だ い て い る と の ご 意 見 が あ っ

た。  

   本 日は、 答申 に向けた 結論が 出せ なかった ので、 次回 改め

委員の皆さんにお諮りしたい。  

 ５  その他（今後の予定について）  

  まちづくり活動審査部会、第２回審議会の日程について  

問合せ先  都市経営部まちづくり課  

 


